
令和 5 年 3 月

令和 5 年度 令和 14

１．事業概要

（１）

① 給　水

㎥/日

㎥

② 施　設　

㎥／日

③ 料　金

④ 組　織

水道課

61歳～ 0人

51～60歳 1人

41～50歳 1人

31～40歳 0人

～30歳 1人

任期付き職員 1人

会計年度任用職員 1人

合計 5人

※令和５年度からの新組織体制図（予定）

（２）

（３） 経営分析

契 約 水 量 836

一 日 平 均 配 水 量 825給 水 先 事 業 所 数 8ヵ所

料 金 改 定 年 月 日
（消費税のみの改定は含まない）

浄水場設置数

配水池設置数

0

供 用 開 始 年 月 日

別添３－１

西原村工業用水道事業経営戦略

事業の現況

条例において料金を定めており、将来にわたって安定して給水を確保するため、責任水量性（契約水量の全部又は、一部
を使用しなかった場合でも、契約水量まで使用したものとみなして料金を負担する制度）を採用しています。
　基本料金　45円/㎥（税込）　・・・基本使用水量（契約水量）の料金
　超過料金　90円/㎥（税込）　・・・基本使用水量または、特定使用水量を超えて使用した水量の料金

4,362

千ｍ

契 約 水 量 836

施 設 数

策 定 日 ：

年度

　　□　表流水　,　　　　　□　ダム　,　　　　□　伏流水　,　　　　　☑　地下水　,　　　　　□　受水　,　　　　　□　その他 　（複数選択可）

事 業 名 ：

水 源

団 体 名 ： 西原村

西原村工業用水道事業

料 金 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

現 在 配 水 能 力 ㎥／日

これまでの主な経営健全化の取組

　責任水量性を採用し、受水企業の使用水量に関わらず、契約した水量で料金を決定することにより、経営の安定を図っています。

現在まで改定実績なし

計 画 期 間 ：

1

1,200

～

管 路 延 長

昭 和 62 年 1 月 1 日

　別添【経営比較分析表】のとおり。

村長

水道課

水道係

（5名）

＜組織体制＞ ＜職員数・職種・年齢構成等＞



２．将来の事業環境

（１）

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14

438,000 438,000 438,000 438,000 438,000 438,000 438,000 438,000 438,000 438,000

1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200

836 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

（２）

水需要の予測に基づき、料金の見通しを立てています。

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14

17,092 20,445 20,445 20,445 20,445 20,445 20,445 20,445 20,445 20,445

（３）

（４）

年間配水量

配水能力／日

契約水量

施設の見通し

組織の見通し

　西原村の水道事業は、村営の簡易水道、地域組合営の簡易水道6ヵ所及び飲料供給施設５ヵ所とその他の未普及地区となっています。その中で村営簡易水道の給
水人口は全人口の６割以上を占めており、今後も組合水道との統合を予定していることから、さらに給水人口が増え、簡易水道から上水道事業へと水道事業を拡大し
ていく予定です。
　令和４年度現在の組織体制については、建設課水道係内で一般業務と兼務で最小人員で業務を賄っていましたが、令和５年度より水道課として新組織体制となりま
す。
　しかしながら、定期的な人事異動があるため、専門知識や技術を有する職員の育成が課題となります。

水需要の予測

料金収入

料金収入の見通し

　現在稼動している工業用水道施設は昭和60年代に整備されたもので法定耐用年数が近い施設であり、今後、重要度・緊急度を考慮しながら、計画的な更新を図って
行きます。
　また、既存工業団地企業から、ここ直近において契約水量の増及び、早急な対応の要望があることから、現在の最大配水能力（日量1,200ｔ）を超えることが見込まれる
ため、水源開発を含んだ施設整備に伴う基礎調査を行い、それにより、新たな水源の整備場所や既存の配水管や配水池等施設の現状、また新工業団地への配水管布
設の予定もあるため、それらを踏まえ、効率的かつ早急に施設整備の検討を進めて行く予定です。

（単位：㎥）

　西原村工業用水道事業は、昭和61年度に熊本県テクノポリス構想の一役を担う鳥子工業団地の造成に伴い、地区内への工業用水道の供給
を目的として事業を開始し、令和4年度現在は、同地区内の7企業に対し日契約946㎥の給水を行っています。
　令和5年度は契約水量の変更があり、以降計画期間内については同水準を予測している。しかしながら、新工業団地整備の予定があり、現状
は配水能力の余力分の供給を考えているが、参入企業により配水能力を超える契約水量の要望があれば、施設の増設等による配水能力及び
契約水量の推移は大きく変動することと予測されます。
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３．経営の基本方針

４．投資・財政計画（収支計画）

〇水道施設の工事予定

③　収支計画のうち投資以外の経費についての説明

将来にわたって良質な工業用水を低廉な料金で安定的に供給することを目指し、次の基本方針に基づき事業経営に取り組みます。
◆安定した給水収益の確保と更なる経費節減を図り、健全な経営に努めます。
◆将来の更新需要に備えた内部資金の留保に努め、財政基盤の強化に取り組みます。
◆施設や設備の更新、自然災害に備えたリスク管理対策を計画的に取り組みます。

（２）投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明

①　収支計画のうち投資についての説明

　R5年度以降、以下の考え方に基づき計上しています。
　
　　動力費・修繕費：R5年度予算額と同額を見込んでいます。
　　その他：R5年度予算額は契約水量の増加を見据え、水源開発を含んだ施設整備に伴う基礎調査費を見込んでいます。
　　減価償却費：既取得資産に係る減価償却費を見込んでいます。

目 標

施設の適切な管理による安定供給の継続します。

目 標

安定した給水収益の確保と更なる経費節減を図り、健全な経営に努めます。

②　収支計画のうち財源についての説明

①収益的収入
主な収益的収入としては給水収益（水道料金）となっており、今現在においては経常収支比率や料金回収率も概ね健全な状況であり、料金改定は見込んでいません。し
かし、今後水道施設の老朽化による更新等の実施を行う際は、料金等の見直しが必要になると考えられます。
②資本的収入
主な収益的支出に関しては、給水収益（水道料金）で賄うこととしていますが新たな水道施設等への投資（建設改良費）については、将来的な水道施設の更新等を考慮
し、企業債を検討します。 また、国庫補助や交付金対象のものであれば、積極的に活用を行います。

（１）投資・財政計画（収支計画）　：　 別　紙　の　と　お　り

新工業団地整備による企業参入が見込まれ、工業用水道供給対応が出来るよう水道施設の増設を行います。

年　　　度

令和５年度

内　　　　容 事　業　費（税込）

工業用水道本管布設事業 ８５，８００千円



（３）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

①　投資についての検討状況等

②　財源についての検討状況等

③　投資以外の経費についての検討状況等

５．経営戦略の事後検証、改定等に関する事項

民 間 の 資 金 ・ ノ ウ ハ ウ 等 の 活 用
（ PFI ・ DBO の 導 入 等 ）

そ の 他 の 取 組

現状の責任水量性の料金体系を維持し、安定した給水収益を確保していきます。
また、今後において大規模な更新需要が必要となった場合は、改めて料金のあり方などを含めた検討っていきます。

特になし

職 員 給 与 費

業務の効率化を図り、活用できる民間委託を検討します。

施 設 ・ 設 備 の 廃 止 ・ 統 合
（ ダ ウ ン サ イ ジ ン グ ）

施 設 ・ 設 備 の 合 理 化
（ ス ペ ッ ク ダ ウ ン ）

特になし

そ の 他 の 取 組 特になし

企 業 債

*　遊休資産の売却や貸付、債券運用の導入、小水力発電や太陽光発電など

委 託 料

モニタリングを毎年行い必要に応じて経営戦略の検証を行います。

施 設 ・ 設 備 の 長 寿 命 化 等 の
投 資 の 平 準 化

定期的な点検の実施により長寿命化を図りながら、次期更新計画の策定を進めます。

施 設 の 共 用 化 特になし

料 金

経 営 戦 略 の 事 後 検 証 、
改 定 等 に 関 す る 事 項

資 産 の 有 効 活 用 等 （ * ） に よ る
収 入 増 加 の 取 組

そ の 他 の 取 組 特になし

今後の施設更新等に備え、起債を行うことが適切なのかを見極め検討を行っていきます。

独立採算を維持に努めます。

特になし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

繰 入 金

特になし

特になし

特になし

動 力 費

修 繕 費 適時施設の修繕を行い長寿命化を図ることで、トータルコストの低減に努めます。

特になし

※　投資・財政計画（収支計画）に反映することができなかった検討中の取組や今後検討予定の取組について、その内容等を記載すること。
　　 また、（１）において、純損益が計画期間内の最終年度で黒字とならず、赤字が発生している場合には、赤字の解消に向けた取組の方向性、
　検討体制・スケジュール等について記載する必要があること。



経営比較分析表／団体全体（令和3年度決算）
熊本県　西原村

【事業概要】

グラフ凡例
法適用 工業用水道事業 1,200 極小規模 1 825 ■ 当該団体値（当該値）

業務名 業種名 現在配水能力(合計)(m
3
/日) 類似団体区分 施設数 １日平均配水量(m

3
)

類似団体平均値（平均値）

- 98.3 8 886 非設置 【】 令和3年度全国平均

資金不足比率(％) 自己資本構成比率(％) 給水先事業所数 契約水量(m
3
/日) 管理者の情報 －

H29R02 R03 H29

分析欄

1. 経営の健全性・効率性 1. 経営の健全性・効率性について

①経常収支比率は100％以上、また、類似団体平均
値及び令和３年度全国平均を上回っており、健全経
営が出来ています。
　当事業体は予算総額約2千万円の小規模経営体で
す。供給企業の少しの生産調整による売上変動で
も、比率が大きく振れる特徴があります。
②累積欠損金比率は0％ですので、健全経営が出来
ています。
③流動比率（％）は100％を下回ってはいないの
で、健全経営が出来ています。
 小規模経営体であるために、平成30年度は一時的
に、未払金が約5,000千円発生した為に、流動性比
率下がりましたが、令和元年度以降は未払金があま
り発生していないために、通常通りにもどりまし
た。
④企業債残高対給水収益比率（％）企業債残高は0
円なので、健全経営が出来ています。
⑤料金回収率は、100％を上回っているので、健全
経営が出来ています。
⑥給水原価（円）は、増加傾向にあるため、経費削
減等を行っていく必要があります。
⑦施設利用率は、全国平均を上回っているので、健
全経営が出来ていると判断しています。
⑧契約率（％）は企業の生産量に連動するため、景
気に左右される要素を持っています。現状、契約水
量は年々増加しておりますが、今後、工業団地の整
備予定があるため、水道施設等の整備も検討が必要
となる可能性があります。

H29 H30 R01 R02 R03

当該値 193.19 155.45 199.06 195.25

H30 R01

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00当該値 30,183.25 3,285.74 27,700.00 26,170.40 20,925.32

H30 R01 R02 R03 H29H30 R01 R02 R03

132.55 134.69平均値 113.67 110.79 108.76 110.19 113.73

当該値当該値 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00173.09

平均値 514.66 504.81 498.01 490.39 475.44平均値 730.25 868.31 732.52 819.73 834.05平均値 118.97 121.15 125.80

2. 老朽化の状況について

ほとんどの施設が昭和61年（1986年）に建設を行っ
ています。現在のところ、老朽化による事業への影
響はありません。しかし、配水池などの施設や水道
管ともに年々老朽化が進んでいるため、計画的・効
率的な更新を実施していく必要がある。また老朽管
については管路更新整備計画を策定し、効率的な布
設替えを行い安定的な給水確保を図る必要がありま
す。

H29 H30 R01 R02 R03 H29 H30 R01 R02 R03

当該値 130.46 102.73 140.40 131.93 102.06

H30 R01 R02 R03 H29H30 R01 R02 R03 H29

57.08 57.08 50.50 68.00 73.83当該値 53.67 51.67 53.50 54.00 68.75

50.56 49.40平均値 95.99 94.91 90.22 90.80 93.49

当該値当該値 42.66 58.62 41.31 42.45 50.97

2. 老朽化の状況

平均値 50.28 51.42 50.90 49.05 50.94平均値 35.24 35.22 34.92 34.19 36.65平均値 44.55 47.36 49.94

全体総括

　経営の健全性及び効率性に係る指標を分析する
と、おおむね健全な状態ではありますが、配水管な
どの構築物の耐用年数を考えながら、計画的に施設
更新の計画を立てる必要があると、考えておりま
す。

H29 H30 R01 R02 R03 H29 H30 R01 R02 R03

当該値 80.79 82.36 80.93 81.83 82.50

H30 R01 R02 R03 H29

0.00 0.00 0.00当該値 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

平均値 53.40 53.49 54.30 55.32 55.08

当該値 0.00 0.00

平均値 0.13 0.02 0.06 0.09 0.40平均値 3.46 3.28 4.66 7.35 7.60
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様式第2号（法適用企業・収益的収支） 投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円，％）

年　　　　　　度 令和3年度 令和４年度

区　　　　　　分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

１． (A) 15,085 15,658 17,092 20,445 20,445 20,445 20,445 20,445 20,445 20,445 20,445 20,445
(1) 15,085 15,658 17,092 20,445 20,445 20,445 20,445 20,445 20,445 20,445 20,445 20,445
(2) (B)
(3)

２． 12,901 11,588 10,763 12,627 12,627 12,627 12,627 11,648 11,368 11,368 11,368 11,368
(1)

(2) 1,388 1,310 1,259 1,259 1,259 1,259 1,259 280
(3) 11,513 10,278 9,504 11,368 11,368 11,368 11,368 11,368 11,368 11,368 11,368 11,368

(C) 27,986 27,246 27,855 33,072 33,072 33,072 33,072 32,093 31,813 31,813 31,813 31,813
１． 16,168 14,468 23,863 17,330 17,330 17,330 17,330 17,330 15,598 15,104 15,104 15,104
(1) 9,817 8,542 9,900 9,900 9,900 9,900 9,900 9,900 9,900 9,900 9,900 9,900

5,221 4,387 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500

4,596 4,155 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400
(2) 3,163 3,173 11,376 4,843 4,843 4,843 4,843 4,843 4,843 4,843 4,843 4,843

2,408 2,518 3,138 3,138 3,138 3,138 3,138 3,138 3,138 3,138 3,138 3,138
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

755 655 7,238 705 705 705 705 705 705 705 705 705
(3) 3,188 2,753 2,587 2,587 2,587 2,587 2,587 2,587 855 361 361 361

２．
(1)
(2)

(D) 16,168 14,468 23,863 17,330 17,330 17,330 17,330 17,330 15,598 15,104 15,104 15,104
(E) 11,818 12,778 3,992 15,742 15,742 15,742 15,742 14,763 16,215 16,709 16,709 16,709
(F)
(G)
(H)

11,818 12,778 3,992 15,742 15,742 15,742 15,742 14,763 16,215 16,709 16,709 16,709
(I) 11,829 12,776 △ 2,798 17,563 17,563 17,563 17,563 17,563 17,563 17,563 17,563 17,563
(J) 212,392 232,502 223,032 233,032 243,032 253,032 263,032 273,032 283,032 293,032 303,032 313,032

2,351 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500
(K) 1,015 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

1,015 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
( I )

(A)-(B)

(L)

(M) 15,085 15,658 17,092 20,445 20,445 20,445 20,445 20,445 20,445 20,445 20,445 20,445

(N)

(O)

(P)

営 業 外 収 益

料 金 収 入
受 託 工 事 収 益
そ の 他

令和５年度
本年度

営 業 収 益

令和6年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度 令和14年度令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度

補 助 金
他 会 計 補 助 金
そ の 他 補 助 金

長 期 前 受 金 戻 入

そ の 他

収 入 計
そ の 他

そ の 他
減 価 償 却 費

営 業 外 費 用

収

益

的

支

出

営 業 費 用
職 員 給 与 費

基 本 給
退 職 給 付 費
そ の 他

経 費
動 力 費
修 繕 費

支 払 利 息

流 動 負 債

支 出 計
経 常 損 益 (C)-(D)

特 別 利 益
特 別 損 失
特 別 損 益 (F)-(G)

収

益

的

収

支

当 年 度 純 利 益 （ 又 は 純 損 失 ） (E)+(H)
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金
流 動 資 産

う ち 未 収 金

収

益

的

収

入

材 料 費

う ち 建 設 改 良 費 分
う ち 一 時 借 入 金
う ち 未 払 金

累 積 欠 損 金 比 率 （ ×100 ） 8678 82 △ 16 86 86 86 86 86 86 86 86

健 全 化 法 施 行 規 則 第 ６ 条 に 規 定 す る
解 消 可 能 資 金 不 足 額

健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た
事 業 の 規 模

健全化法第22条により算定した
資 金 不 足 比 率

(（N）/（P）×100)

地方財政法施行令第15条第１項により算定した
資 金 の 不 足 額

営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益 (A)-(B)
地 方 財 政 法 に よ る
資 金 不 足 の 比 率

(（L）/（M）×100)

健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た
資 金 の 不 足 額



様式第2号（法適用企業・資本的収支） 投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円）
年　　　　　度 令和3年度 令和４年度

区　　　　　分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

１． 70,000

２．

３．

４．

５．

６．

７．

８．

９．

(A) 70,000

(B)

(C) 70,000

１． 2,420 85,800

２． 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000

３．

４．

５．

(D) 2,420 85,800 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000

(E) 2,420 15,800 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000

１． 220 7,800

２．

３．

４． 2,200 8,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000

(F) 2,420 15,800 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000

(G)

(H) 70,000 63,000 56,000 49,000 42,000 35,000 28,000 21,000 14,000 7,000

○他会計繰入金 （単位：千円）
年　　　　　度 令和3年度 令和４年度

区　　　　　分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

令和14年度

企 業 債

う ち 資 本 費 平 準 化 債

他 会 計 出 資 金

他 会 計 補 助 金

令和５年度
本年度

令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度

計

そ の 他

令和11年度 令和12年度 令和13年度

他 会 計 負 担 金

(A)のうち翌年度へ繰り越さ
れる支出の財源充当額

純 計 (A)-(B)

資

本

的

支

出

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 与 費

企 業 債 償 還 金

他 会 計 長 期 借 入 返 還 金

他 会 計 へ の 支 出 金

資

本

的

収

入

そ の 他

計

他 会 計 借 入 金

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

固 定 資 産 売 却 代 金

工 事 負 担 金

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

合 計

令和13年度

資

本

的

収

支

補 塡 財 源 不 足 額 (E)-(F)

他 会 計 借 入 金 残 高

企 業 債 残 高

資本的収入額が資本的支出額に
不足する額     　　    (D)-(C)

補

塡

財

源

損 益 勘 定 留 保 資 金

利 益 剰 余 金 処 分 額

繰 越 工 事 資 金

そ の 他

計

令和14年度

収 益 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

資 本 的 収 支 分

令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度令和6年度
令和５年度

本年度




